
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ２－８２０ 事務用切断機及び事務用穿孔機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ２－８２０ 全 事務用切断機及び事務用穿孔機 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

改札ばさみ   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

カード、書類等用紙類の、切断、穿孔に用いられる機器のうち、Ｆ２－８２１００～Ｆ２－８２３に含まれないも

の。複合的な用途を持つものも含む。カード作成機も含む 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

ステープラー付きパンチはＦ２－８２２０に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00499969－001 
開封器付事務用穴あけ器 

 

登録 00493103 
カード切削器 

 

登録 00313325 
改札鋏 

 


